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議案第３号

令和５年度鳥取県公債管理特別会計予算

　令和５年度鳥取県の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６３, ２２３, ３７０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすこ

とができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２

表地方債」による。

　　令和５年２月１３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治
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第１表　歳入歳出予算

　

　　歳　　　入

款 項 金　　　　額

１ 繰 入 金 51, 706, 890

１ 一 般 会 計 繰 入 金 50, 814, 040

２ 減 債 基 金 繰 入 金 892, 850

２ 県 債 11, 516, 480

１ 県 債 11, 516, 480

歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 63, 223, 370

千円
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　　歳　　　出

款 項 金　　　　額

１ 公 債 費 63, 223, 370

１ 公 債 費 63, 223, 370

歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 63, 223, 370

千円
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第２表　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法

借 換 債 11, 516, 480 証書借入れ又は
証券発行の方法

により財政融資

資金その他より

借入れするもの

とする。ただし、

事業又は県財政

の都合により起

債額の全部又は

一部を翌年度に

繰り延べて起債

することができ

る。

10％以内（ただ
し、利率見直し

方式で借り入れ

る資金について、

利率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直

し後の利率）

借入年度から１年
すえ置き、じ後29
年度間に償還する

ものとする。ただ

し、県財政その他

の都合によりすえ

置き及び償還年限

を短縮又は延長し

て起債し、あるい

はすえ置き又は償

還期間中であって

も償還年限を短縮

し、延長し、又は

繰上償還を行い、

若しくは借換えす

ることができるも

のとする。

計 11, 516, 480

千円


